
8. 災害に関する取組

災害発生時に使用可能な国有財産の提供、地域金融機関
等に対する金融上の措置の要請、災害査定立会の迅速かつ
適正な実施など、被災地域を支援するとともに、災害に備え
関係機関との連携を強化しています。
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概要 取組の成果

関東財務局における災害対応動画の作成
近年頻発する⼤⾬等による災害や、⾸都直下型地震等の⼤規模災害の発⽣に備え、災害時にお

ける財務局の対応を埼⽟県内の各地⽅公共団体に周知。

○関東財務局は、災害時に速やかに被災した地⽅公共団体
への⽀援等の対応を⾏うため、災害時における財務局の
対応(※1)を各地⽅公共団体に効率良く周知する⽅法に
ついて、｢災害時の⽀援等に関する協定｣(※2)の締結先
である埼⽟県の防災担当者に相談した。

○その結果、同県主催の｢市町村危機管理･防災担当主管課
⻑会議｣(動画配信形式)の中で発表することになり、各
業務部⾨が⼀体となり、災害対応動画を作成し、同県に
提供した。

○同会議は、新型コロナウイルス感染防⽌の観点から、動
画配信形式(埼⽟県公式 限定公開セミナー動画(YouTube
チャンネル))にて、県内全市町村を対象に開催された。

○会議後、動画を⾒た同県の防災担当から、｢知らなかった
ことが多く、⼤規模災害前に知っておくことが出来て良
かった。｣との感想が寄せられた。

【今後の展望】
発災前に地⽅公共団体が災害時における財務局の対応を
把握することで、発災時の初期対応における財務局との
連携が円滑化する効果が期待されるため、引き続き災害
に関する地⽅公共団体への情報提供･連携強化を推進。

関東財務局

【動画撮影の様⼦】

【災害対応動画のイメージ】
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※１災害時における財務局の対応
・使⽤可能な国有財産の提供
・⾦融機関等に対する⾦融上の措置の要請
・被災地への職員派遣 等

※２｢災害時の⽀援等に関する協定｣
関東財務局は、災害時における地域での体系的かつ円滑な⽀援を

実施するため、平成28年度以降、各財務事務所･出張所が所在する
都県や市と、災害発⽣時に財務局が担う役割に則った包括的な「災
害協定」の締結を推進。令和3年10⽉29⽇に東京都と協定を締結し
たことで、管内１都９県全てとの協定締結に⾄った。



概要 取組の成果

広島市
三次市

浜⽥市

上関町

高梁市

津和野町 鳥取県

山口県

広島県

島根県

岡山県

令和3年夏の梅⾬前線豪⾬等による災害への復旧⽀援
令和3年7⽉から8⽉にかけて、島根県、広島県を中⼼に、中国地⽅において豪⾬災害が発⽣。

中国財務局は、災害からの早期復旧に向けて総合的な⽀援に取り組んだ。

中国財務局及び管内財務事務所・出張所

災害査定立会の様子
(島根県出雲市)

松江市雲南市

机上査定の様子
(島根県出雲市)

○災害査定⽴会の迅速な実施
・速やかに災害復旧事業費の予算措置が講じられるよう、

中国財務局本局及び各財務事務所のほか、他の財務局の
応援を得て、約300班による災害査定⽴会を迅速に実施。

・これにより、地⽅公共団体から要請のあった、令和３年
12⽉末までの災害査定⽴会の実施に応えることができた。

○その他の取組
・中国財務局は、地域⾦融機関に対して、預⾦の払戻しや

保険⾦請求における弾⼒的な対応など、被災者に寄り
添った対応を要請した。また、中国財務局が所管する未
利⽤地や国家公務員宿舎など、利⽤可能な国有財産につ
いて、被災した地⽅公共団体に情報提供を⾏った。

○管内の公共⼟⽊施設等の被害件数は約18,000件(全国の
約4割)、被害⾦額は約1,190億円(全国の約3割)に上り、
全国⼀の被害となった。

○松江市、広島市等に災害救助法が適⽤されたほか、島根
県雲南市等で発⽣した災害は、激甚災害に指定された。

⿃取市
○中国財務局は、被災地域における⺠⽣の早期安定が図ら

れるよう、組織横断的に復旧⽀援に取り組んだ。
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概要 取組の成果

軽⽯漂着の被災団体を国有財産の無償貸付等により⽀援
令和3年8⽉の⼩笠原諸島沖の海底⽕⼭の噴⽕により軽⽯漂着被害を受けた地⽅公共団体に対し、

財務局間で情報共有し、国有財産の提供･災害復旧事業の査定⽴会により災害からの復旧を⽀援。

九州財務局及び沖縄総合事務局

○災害査定⽴会の早期実施
・速やかに災害査定⽴会を実施し、

被災が確認された漁港施設･港湾
施設の復旧に関する事業費の決定
に同意した。

○発⽣した⼤量の軽⽯が漂着した地域では、船舶の航⾏、
漁業、観光等に対する様々な被害が発⽣。軽⽯は広い範
囲で繰り返し漂流･漂着することが予想され、早急かつ
継続的な対応が必要となった。

○九州財務局･沖縄総合事務局は、被害を受けた地域の復
旧⽀援のため、速やかに以下の対応を実施。

・被害を受けた地⽅公共団体より国有地提
供の相談を受け、速やかに対応⽅針を決
定し、提供可能な国有財産リストを提供。

・また、県対策会議等で対応⽅針を説明し、
管内の国の出先機関への協⼒依頼⽂発出
などのプッシュ型の対応を実施。

・国が被災した公共施設等の復旧費の⼀部を負担⼜は補助
する災害復旧補助事業費の決定にあたり、国⼟交通省等
の災害査定官が⾏う査定に⽴ち会った。

○国有財産の提供
・地⽅公共団体からの要望に速やかに対応するため、⼝頭

確認による国有地の無償貸付※を実施し、回収した軽⽯
の仮置き場の確保という地域の喫緊のニーズに迅速に対
応した。
※貸付契約書を後⽇取り交わす緊急時の契約⽅法【被災したビーチ】

軽⽯の仮置き場として無償貸付した国有地

災害査定⽴会の様⼦

（軽⽯漂着前）

（軽⽯漂着後）

利⽤可能な国有財産に関する情報提供

早期復旧に向けた災害査定⽴会
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